
今
日
、
公
共
施
設
の
運
営
は
重
要
な
発
展
期
を
迎

え
つ
つ
あ
る
。
各
自
治
体
は
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
の
策
定
を
進
め
、

平
成
29
年
9
月
現
在
、
全
て
の
都
道
府
県
・
指
定
都

市
及
び
9
9
.
4
％
の
市
区
町
村
が
策
定
を
終
え
て
い

る
。
ま
た
、
自
治
体
の
強
い
要
望
を
受
け
、
総
務
省

は
、
平
成
30
年
度
の
地
方
財
政
対
策
と
し
て
、
計
画

に
基
づ
く
事
業
の
支
援
対
象
を
拡
充
し
（
長
寿
命
化

事
業
の
対
象
拡
大
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
事
業
の
追

加
等
）
、
公
共
施
設
の
再
編
を
一
層
本
格
的
に
進
め

よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
各
自
治
体
は
既
に

様
々
な
取
組
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
状
況
を
み
て
み

る
と
、
特
に
公
共
施
設
の
運
営
に
係
る
分
野
に
お
い

て
は
、
従
来
型
の
行
政
手
法
と
は
異
な
る
独
自
の
取

組
が
み
ら
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
評

価
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な

は
じ
め
に

1 特集 4 | 
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＜岱壌盪樟る従慰殴巧政手法からの転換＞

公ネジメントにおける工夫

①自亮性を発揮

Q注民に積圏¥蝸拐損吟履行

Q猛淀観念からの脱却

＜公共施設に係る脱お魁尉こおける新たな展開＞

G洪頷炭邁拝法の活用

一③峰外を想定した公坦錦隅営淀悧図瑾凜との連結）

G都道府県と市町神研閾員（代椿執行，士熾の交換等）

i.------------------------------------------------------..1 
（図は筆者作成）

発
想
に
基
づ
く
取
組
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
有
効

で
あ
る
と
考
え
て
い
る。

そ
れ
で
は
公
共
施
設
の
運
営
に
お
け
る
新
た
な
発

想
と
は
何
か
。
そ
の
内
容
は、

「公
共
施
設
を
巡
る

従
来
型
の
行
政
手
法
か
ら
の
転
換
」
と

「公
共
施
設

に
係
る
広
域
連
携
の
お
け
る
新
た
な
展
開
」
の
二
つ

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
図

l
)。

一
公
共
施
設
を
巡
る

従
来
型
の
行
政
手
法

か
ら
の
転
換

こ
こ
で

い
う

「従
来
型
の
行
政
手
法
」
と
は
、
公

共
施
設
の
運
営
に
際
し
、
「上
意
下
達
型
の
管
理
の

み
を
行
う
。
ま
た
、
公
共
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
本

来
用
途
の
み
に
巷
づ
く
活
用
を
考
え
る
。
」
と
い
う

よ
う
な
定
型
的
・

機
械
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
を
指

す
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
、
特
に
公
共
施
設
の
運
営

に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
従
来
型
の
発
想
と
は
異

な
る
新
た
な
発
想
の
進
展
が
み
ら
れ
る
。

第
一
に
、
自
治
体
が
顕
著
な
自
発
性
を
発
揮
し
て

籾
介

]俊

広
域
遍
携
時
代
に
お
け
る

公
共
施
設
の
遍
営

持
続
可
能
な
公
共
施
設

22 
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図2 人口規模別 公共施設白書作成団体数 (H24.9) 

2
0
1
8
1
6
1
4
1
2
1
0
8
6
4
2
0
 

作
成
団
体
数

18 

12 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 

g g 袋袋 袋袋 ゃ` 袋袋R‘
袋ヽ ざ

/ / /、ゞ'
必 令‘ももも冨 麗冨喜冨＂ 、 、感

冷‘

炉ゞ鼻

人口規模（千人）

（図は筆者作成）

い
る
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
平
成
20

年
代
当
初
か
ら
普
及
し
て
い
る
公
共
施
設
白
書

（以

下

「白
言
」
と
い
う
。
）
の
策
定
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
法
律
に
付
随
す
る
も
の
で
も
国
か

ら
の
助
言
に
よ
り
策
定
を
始
め
た
も
の
で
も
な
く
、

自
治
体
が
公
共
施
設
の
運
営
の
現
状
や
今
後
の
運
営

の
在
り
方
を
住
民
に
説
明
す
る
必
要
性
を
背
景
に
開

始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
取
組
は
、
人

ロ
20
万
人
以
下
の
団
体
を
中
心
に
自
治
体
間
に
普
及

し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
（
図
2
)
。
こ
れ
は
、

コ
ン

パ
ク
ト
な
人
口
•
財
政
規
模
で
あ
る
が
ゆ
え

図3公共施設白書作成後の展開

未回答、1.1"

施設白書の作成の

みJ.1”‘ 公共掬設遍正配置
等の計圃を繁定し、
実施段階に入ってい

る，11..16" 

公共施設適正配置
等の計冒作成を檎

討している、 29.41" 

公共施設道正配置
疇の計画を作成中、

23. 32" 

（図は筆者作成）

に
、
公
共
施
設
の
置
的
維
持
の
困
難
性
に

つ
い
て
住

民
の
理
解
を
得
る
必
要
性
を
認
識
す
る
自
治
体
に
お

い
て
、

白
書
作
成
の
取
組
が
先
行
的
に
普
及
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
平
成
26
年
の
調
査
で
は

全
国
で

71
団
体
が
作
成
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
取

組
は
、
白
書
作
成
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
89
％
の
団
体

に
お
い
て
公
共
施
設
適
正
配
置
等
の
計
画
策
定
に
進

展
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
3
)。
こ
の
よ
う

に
、
白
害
作
成
は
、
上
意
下
達
型
の
行
政
手
法
と
は

異
な
り
、
行
政
実
務
上
の
需
要
を
背
景
に
自
治
体
の

間
で
自
発
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
施
策
と
し
て
の
特

徴
を
有
し
て
い
る
。

第
二
に
、
白
書
は、

各
自
治
体
が
公
共
施
設
の
総

量
縮
減
を
含
む
運
営
の
方
向
性
を
示
し
住
民
の
理
解

を
得
る
と
い
う
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
例
え
ば
、
秦
野
市
の

「
現
在
の
ハ
コ
モ

ノ
を
す
べ

て
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
」
と
い

う
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

（図
4
)、
行
政
か
ら

住
民
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
要
素
が
白
書

の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、

今
日
、

「行
政
機
関
が
施
策
の
方
向

性
を
い
か
に
有
効
に
住
民
に
伝
え
る
か
」
と

い
う
こ

と
が
公
共
施
設
運
営
の
キ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
正
に

自
治
体
の
表
現
能
力
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一1

一に
、
公
共
施
設
運
営
に
お
い
て
、
自
治
体
が

従
来
の
固
定
観
念
か
ら
脱
却
す
る
姿
勢
を
示
す
例
が

み
ら
れ
る
。
イ
ン
フ
ラ
等
の
多
く
は
公
法
上
の
行
政

財
産
に
相
当
し
、
本
来
用
途
を
果
た
す
た
め
、
公

共

・
公
益
性
を
満
た
し
、
支
障
が
生
ず
る
こ
と
が
な

い
管
理
を
行
う
こ
と
が
至
上
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
た
め
、
「
公
共
の
イ
ン
フ
ラ
等
は
本
来
用
途
の

み
の
た
め
に
使
用
す
る
」
と
い
う
観
念
が
色
濃
く
想

定
さ
れ
、
本
来
用
途
を
阻
害
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

厳
格
な
要
件
を
満
た
す
場
合
に
の
み
行
政
財
産
の
目

的
外
利
用
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
観
念
か
ら

脱
却
し
、
単

一
公
共
サ
ー
ビ
ス
需
要
者
の
減
少
お
よ

び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
た
る
自
治
体
の
将
来
の
財
源
縮

小
を
踏
ま
え
、
イ
ン
フ
ラ
の
複
合
利
用
を
主
位
的
に

考
え
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

平
成
18
年
の
地
方
自
治
法

（以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

一
部
改
正
に
よ
り
行
政
財
産
の

一
部
貸
付
等
が
可
能

と
な

っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
公
共
施
設
の
多
用

23 地方議会人／2018.2 



図4 秦野市公共施設白書（平成28年度改訂版） 254頁

｛ ① 

-，―̀ 
(、2)

現在のハコモノをすべて維持することは不可能です。

秦野市が放漫経営をしてきたなど、特殊事情にあるからではありません。

日本全国で同じことが起こります。公共施設の更新問題は、日本の構造的問

題・社会問題です。

③ 現在の市民の便利さや豊かさばかり求めることは、子や孫の世代に大きな負

担を負わせることになります。

途
利
用
が
注
目

を
集
め
て
い

る
。
例
え
ば
、

横
浜
市
で
は
、

公
有
資
産
の
活

用
に
つ
い
て
、

行
政
財
産
の
目

的
外
使
用
許
可

か
ら
賃
貸
借
契

約
の
可
能
性
追

求
へ
と
発
想
を

切
り
替
え
る
姿

勢
を
示
し
て
い

る
（
図

5
)
。

こ
の
よ
う
な
公

誓
有
資
産
の
活
用

を
巡
る
自
治
体

白共
の
発
想
の
転
換

疇訟
は
、
今
後
も
一

蜘
つ
の
潮
流
と
し

見
て
広
が
っ
て
い

油

vこ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

一
公
共
施
設
に
係
る

広
域
連
携
に
あ
け
る

新
だ
な
展
開

次
に
、
公
共
施
設
の
運
営
に
お
い
て
、
近
時
、
試

行
的
段
階
に
あ
る
も
の
も
含
め
、
広
域
連
携
に
お
け

る
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
公
共
施
設
は
、
地
方
行
政
制
度
と
し
て

は
、
各
自
治
体
が
単
体
と
し
て
当
該
団
体
の
区
域
内

で
整
備
し
運
営
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る

1
0
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
公
共
施
設
の
運
営
分

野
に
お
い
て
も
、
事
務
の
共
同
処
理
等
を
通
じ
、

一

定
程
度
、
広
域
行
政
制
度
の
下
で
公
共
施
設
の
稼
働

が
行
わ
れ
て
き
た
分
野
も
存
在
す
る
。
水
道
企
業

団
、
消
防
事
務
組
合
等
の
法
人
型
広
域
連
携
組
織
に

よ
り
公
有
財
産
が
管
理
・
稼
働
さ
れ
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
供
給
し
て
き
た
仕
組
み
が
そ
れ
に
当
た
る
2
0

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
近
時
、
人
口
減
少
社

会
を
迎
え
、
自
治
体
単
独
で
は
な
く
相
互
の
協
働
の

関
係
を
通
じ
て
行
政
責
任
を
果
た
す
考
え
方
が
里
視

さ
れ
る
時
代
を
迎
え
、
法
に
お
い
て
も
、
事
務
の
代

替
執
行
や
連
携
協
約
な
ど
自
治
体
間
の
新
た
な
連
携

手
法
が
逐
次
整
備
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

公
共
施
設
の
運
営
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
共
同

処
理
の
手
法
を
よ
り
本
格
的
に
活
用
す
る
例
や
新
た

な
連
携
手
法
を
活
用
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。

第
一
に
、
法
上
の
共
同
処
理
手
法
を
用
い
て
、
公

共
施
設
の
徹
底
し
た
統
合

・
共
用
を
実
現
し
て
い
る

例
が
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

①
香
川
県
に
お
い

て
、
県
内
16
市
町
の
事
業
を
統
合
し
、
全
国
初
の
1

県
1
水
道
体
制
で
平
成
30
年
4
月
か
ら
事
業
を
開
始

す
る
例
3

、
②
事
務
の
代
替
執
行
に
よ
り
、
長
野

県
が
平
成
29
年
か
ら
天
龍
村
の
水
道
管
更
新
を
行
っ

て
い
る
例
、

③
公
営
住
宅
法
の
管
理
代
行
制
度
に
よ

り
、
掛
川
市
及
び
袋
井
市
が
市
営
住
宅
の
管
理
を
静

岡
県
住
宅
供
給
公
社
に
委
託
し
て
い
る
例
4

、
④

連
携
協
約
の
手
法
に
よ
り
、
複
数
自
治
体
が
単
独
の

乗
合
バ
ス
事
業
に
代
え
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
を
共

同
で
運
行
さ
せ
て
い
る
例
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
は
抜
本
的
な
業
務
形
態
の
変
更
を
伴
う

も
の
が
多
く
、
行
政
改
革
の

一
環
と
し
て
今
後
も
新

た
な
取
組
が
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
一
一
に
、
遠
隔
型
連
携

（地
理
的
に
離
れ
た
自
治

体
相
互
の
広
域
的
協
力
）
に
よ
る
公
共
施
設
の
運
営

で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
杉
並
区
と
南
伊
豆
町
の
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（以
下

「特
養
」
と
い
う
。）

図5 横浜市 資産活用基本方針

［珊行 「目的外使用許可」を） ~ ｛「賃貸借契約」に変更すると）

許可期闘 1年～3年（規則26条）
使用料土地価格X2.5/1,CXXJ

＋違物価格X5.6/1,CXXJ 暴
貸付料入札による事業者公募

*’:；！茫血親又は
●使用期間最長5年

籍持・管理費の確保 1
（規則45条）

（出典：横浜市 資産活用基本方針 （平成27年3月） 26頁）

24 



四持統可能な公共施殷

の
整
備
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
杉
並
区
は
、

1
9
7

4
年
に
全
寮
制
養
護
学
校
を
同
町
に
開
園
し
て
以

来
、
住
民
・
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
相
互
の
交
流
を
続

け
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
高
齢
化

社
会
の
進
展
の
下
で
、
区
域
内
に
お
け
る
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
た
め
の
用
地
取
得
の
困
難
性
が
顕
著
に
な
る

一
方
で
、
公
有
地
を
活
用
し
た
社
会
福
祉
施
設
の
整

備
手
法
を
定
着
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

下
で
区
民
に
対
す
る
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化

を
図
る
等
の
観
点
か
ら
、
杉
並
区
は
、
遠
隔
型
連
携

に
よ
る
保
養
地
型
特
養
の
構
想
を
推
進
し
て
き
た
。

当
該
構
想
は
、
南
伊
豆
町
の
温
暖
な
気
候
と
自
然
に

恵
ま
れ
た
環
境
を
生
か
し
、
施
設
入
所
者
の
家
族
が

保
養
・
観
光
•
お
見
舞
い
等
の
活
動
が
で
き
る
枠
組

み
を
整
え
、
施
設
と
地
域
の
交
流
を
通
じ
た
地
域
活

性
化
を
図
り
、
特
養
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
係
る
選

択
肢
の
多
様
化
を
図
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の

で
あ
る
（
図
6
)
。
こ
の
た
め
、
区
・
町
・
静
岡
県

の
三
者
は
意
見
交
換
を
積
み
重
ね
、
三
者
の
基
本
合

意
に
基
づ
き
（
図
7
)
、
南
伊
豆
町
が
公
有
地
を
提

供
す
る
ほ
か
、
法
人
に
対
す
る
施
設
整
備
費
補
助

（
杉
並
区
6
億
円
、
静
岡
県
4
億
円
）
に
よ
り
特
養

を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。
当
該
施
設
は
、
90
床
を

予
定
し
、
主
に
南
伊
豆
町
民
と
杉
並
区
民
が
入
居
す

る
こ
と
と
さ
れ
、
平
成
30
年
3
月
に
開
設
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。
当
該
事
業
は
公
共
施
設
と
同
等
の
受
け

皿
を
区
域
外
に
整
備
す
る
枠
組
み
で
あ
り
、
遠
隔
型

連
携
と
い
う
新
た
な
手
法
に
よ
る
広
義
の
公
共
施
設

運
営
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
成
果
が
期
待
さ

れ
る
。

図6 杉並区・南伊豆町 遠隔型連携による保養地型特養の構想
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［保養地型特養への想い，問題提起
•南伊豆町の温暖な気候と弓ヶ浜など自然に直まれた環境 i 

・入所者の家族は．「弓ヶ浜クラブ」（杉並区民宿泊籐設）を活用。保養・観光•お見舞い l 
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・施設と地域との交流。福祉，雇用，観光産業など，地蟻の活性化策

（図は筆者作成）

第
三
に
、
域
外
か
ら
の
利
用
者
を
想
定
し
た
公
共

施
設
の
活
用
で
あ
る
。
従
来
型
の
発
想
は
、
自
治
体

が
整
備
す
る
公
共
施
設
は
、
観
光
施
設
等
を
除
き
、

基
本
的
に
は
当
該
団
体
の
住
民
の
利
用
を
想
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
携
を
広
義
に
と
ら
え

れ
ば
、
定
住
促
進
施
策
に
よ
り
域
外
か
ら
の
転
入
の

促
進
を
図
り
、
転
入
者
の
受
け
皿
と
し
て
公
有
地
等

の
活
用
を
図
る
こ
と
と
な
る

。
例
え
ば
、
都
留
市

は
、
C
C
R
C
構
想

（「
生
涯
活
躍
の
ま
ち
」

構
想
）

図7 自治体間連携による特養整備の基本合意書 概要

実施場所 ：静岡県賀茂郡南伊豆町加納 790番地

施設規模等：特別養護老人ホームの入所定員 90人

短期入所生活介護事業所利用定員 10人

南伊豆町健康福祉センター と一体的に整備

整備手法：建設・運営する社会福祉法人を公募

整備費補助：杉並区及び静岡県は、予算の範囲内で施設整備費を補助する。

（出典 ；杉並区資料）

に
取
組
み
、
雇
用
促
進
住
宅
の
土
地

・
建
物
を
、
公

募
に
よ
り
選
定
し
た
事
業
者
に
現
状
の
ま
ま
賃
貸
借

し
、
事
業
者
が
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
と

し
て
改
修
し
て
事
業
を
展
開
す
る
手
法
を
用
い
て
い

る
。
こ
れ
は
自
治
体
直
営
の
公
共
施
設
で
は
な

い

が
、
い
わ
ば
公
的
な
施
設
の
再
利
用
を
図
る
も
の
で

あ
り
、
定
住
促
進
施
策
と
公
共
施
設
の
運
営
を
関
連

付
け
る
新
た
な
行
政
手
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

5
0
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第
四
に
、
公
共
施
設
を
巡
る
都
道
府
県
と
市
町
村

と
の
協
働
の
取
組
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述

の
と
お
り
、
①
事
務
の
代
替
執
行
に
よ
り
県
が
村
の

水
道
管
更
新
を
行
っ
て
い
る
例
、
②
管
理
代
行
制
度

に
よ
り
、
県
公
社
が
市
営
住
宅
の
管
理
を
受
託
す
る

例
の
ほ
か
、
③
公
共
施
設
の
有
効
活
用
の
検
討
の
結

図8 取祖事例 県と市町村の間で土地交換 （出典：山形県有財産総合管理基本方針）

新たな施設の整備に当たっては、未利用の士地の活用も検討するが、県だけでなく市

町村と調整を図ることによって、互いの士地を交換し、そこに施設を整備することで、

末利用財産の解消、新たな土地取得費用の縮減等のメリットが生まれる。

II -- —_ → 
戸ーウ`̀＼、，，，/ 1•9/ 

仁〉

元県有地に、市が運動公園を整備 元市有地に、県が学校を整備

果
、
県
と
市
が
互
い
に
公
有
地
を
交
換
す
る
例
が

み
ら
れ
る
（
図
8
)
。
こ
の
よ
う
に
自
治
体
が
公

共
施
設
の
最
適
利
用
を
追
求
す
る
に
当
た
っ
て
、

自
治
体
間
（
都
道
府
県
と
市
区
町
村
に
わ
た
る
も

の
も
含
む
）
の
公
共
施
設
を
巡
る
統
廃
合

・
交
換

等
の
多
様
な
協
働
関
係
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
公
共
施
設
の
運
営
を
巡
っ
て
は
、

人
口
減
少
社
会
や
自
治
体
の
厳
し
い
財
政
状
況
を

背
景
と
し
て
、
各
自
治
体
に
お
い
て
多
様
な
取
組

が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
地
方
行
政
の

中
で
は
自
治
体
の
効
率
的
で
高
度
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
供
給
す
る
た
め
の
広
域
連
携
の
手
法
も
発
達

し
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
の

特
性
に
応
じ
、
例
え
ば
全
県
単
位
で
の
水
道
事
業

の
統
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
共
同
処
理
方
式
の
よ

り
本
格
的
な
活
用
、
市
町
村
の
事
務
の
都
道
府
県

に
よ
る
代
替
執
行
な
ど
自
治
体
の
階
層
を
超
え
た

協
働
関
係
の
構
築
や
遠
隔
地
域
と
連
携
し
た
公
共

施
設
の
整
備
・

活
用
な
ど
、
制
度

・
事
業
を
フ
ル

活
用
す
る
公
共
施
設
運
営
の
取
組
は
、
今
後
と
も

そ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
際
、
公
共
施
設
の
運
営
は
あ
ら
ゆ
る
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
再
配
置

・

総
量
縮
減
だ
け
で
は
な
く
、
自
治
体
相
互
の
連
携
を

通
じ
た
有
効
な
活
用
方
策
を
探
求
し
、
か

つ
、
そ
の

内
容
を
住
民
に
効
果
的
に
伝
え
る
取
組
が
肝
要
で
あ

終
わ
り
に

る
と
考
え
ら
れ
る
。

【注】
1

こ
の
こ
と
は
、
法
第
十
条
が
、
住
民
が
負
担
を
分
任
し

役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
（
そ
の
役
務
に
は

公
の
施
設
の
供
用
を
含
む
）
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
と
と
も

に
、
二
四
四
条
・

ニ
四
四
条
の
三
が
、
自
治
体
に
よ
る
公

の
施
設
に

つ
い
て
規
定
し
、
二
四
四
条
の
三
に
よ
り
、
普

通
地
方
公
共
団
体
は
、

そ
の
区
域
外
に
お
い
て
も
、

関
係

普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議
に
よ
り
公
の
施
設
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
則

と
し
て
自
治
体
が
そ
の
区
域
内
に
公
の
施
設
を
設
け
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2

平
成
26
年
の
法

一
部
改
正
に
よ
り
、

事
務
の
代
替
執
行

及
び
連
携
協
約
が
導
入
さ
れ
た
。
筆
者
は
こ
れ
ら
を
契
約

型
広
域
連
携
手
法
と
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
度

の
運
用
に

つ
い
て
、
木
村
俊
介
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の

広
域
連
携
」
第
一
法
規
、

2
0
1
7年、

3
9
5
|
4
0

3
頁
参
照。

3

水
道
事
業
に
係
る
同
様
の
構
想
は
、
広
島
県
な
ど
他
団

体
に
お
い

て
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
阪
府
に
お
い
て

は
、
府
内
に
あ
る
27
の
消
防
本
部
の
再
編

・
広
域
化
に

つ

い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
東
洋
大
学

p
p
p研
究
セ

ン
タ
ー
編

『公
民
連
携
白
書
2
0
1
7
|
2
0
1
8
」
時

事
通
信
社
、
2
0
1
7年、

1
3
2
頁
参
照
。

4
②
及
び
③
の
よ
う
に
、
市
町
村
相
互
聞
だ
け
で
な
く
、

小
規
模
市
町
村
問
題
や
人
口
減
少
を
背
景
と
し
て、

市
町

村

・
都
道
府
県
間
の
共
同
処
理
の
中
に
も
留
意
す
べ
き
新

た
な
取
組
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

5

筆
者
は
こ
の
よ
う
な
形
態
の
取
組
を
オ
ー
プ
ン
式
遠
隔

型
連
携
と
称
し
て
い
る
。

木
村
俊
介

「遠
隔
型
連
携
の
各

制
度
に
お
け
る
論
点
と
課
題
」
『自
治
体
の
遠
隔
型
連
携

の
課
題
と
展
望
」
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
、
2
0
1
7
年、

94頁
参
照
。
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